
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

特殊詐欺対策だより１月号 

★特殊詐欺かな？と思った時は気軽に相談を。 

愛媛県伊予警察署 089-982-0110 

【令和６年１月～12月末までの特殊詐欺被害認知状況】 

♦伊予市・伊予郡松前町内 

○ 認知件数：４件（前年比－４件） 

○ 被害額：約９４０万円（前年比+約５０万円） 

♦愛媛県内 

○ 認知件数：135 件（前年比+53 件） 

○ 被害額：約２億 5,600 万円（前年比+約１億 800 万円） 

 

警察官や検察官などをかたるオレオレ詐欺 

自治体職員や金融機関職員をかたる還付金詐欺 

〇「あなた名義の携帯電話が犯罪に利用されています。」 

〇「不正利用しているのは暴力団員で、あなたに報酬を渡

したと言っているので、共犯の疑いで捜査しています。」 

〇「身の潔白を証明するために、口座の調査をします。」 

などと言われ、金銭の振込みを要求されます。 

注 

目 

〇「保険料の過払いがあるので、還付します。」 

〇「キャッシュカードを持って、ＡＴＭに行ってください。」 

〇「ＡＴＭに着けば、操作方法を説明するので、今から伝え

る番号に電話してください。」 

などと言われ、ＡＴＭに行って電話すると、還付手続の説明

と称して振込方法を指示され、お金をだまし取られます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主なものを記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不審な連絡があったら… 

警察相談専用電話 へ！ 

 

 

県内にかかっている自動音声ガイダンスの詐欺電話の内容を紹介します。 

●総務省やＮＴＴなどの通信事業者をかたる、 

〇「電話が使えなくなります。ダイヤル１を押してください。」という電話から、

警察官など公的機関の職員につながる、オレオレ詐欺の電話。 

●ＮＴＴファイナンスをかたる、 

〇「携帯電話料金の未納があります。ダイヤル１を押してください。」という電話

から、オペレーターにつながる、架空料金請求詐欺の電話。 

対策 
☆ガイダンスに従って番号を押さない！→押すと犯人につながります✕ 

☆知らない番号からの電話に出ない！ →一番の対策です◎ 


